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１.河川整備計画の制度について

ポイント
• 河川法の改正に基づき平成29年2月に

菊川水系河川整備計画を策定
• 流域委員会は計画を策定する際に学識

者の意見を聴くために設置された

◆平成９年河川法改正
○地域の意見を反映した河川整備の計画制度を導入

○長期目標（河川整備基本方針）と、20～30年間の

河川整備計画の2本立てに変更

河川整備計画の決定・公表

旧
制
度

工
事
実
施
基
本
計
画

内容⇒基本方針、基本高水、計画高水流量など主な河川工事の内容

工事実施基本計画の案の作成

工事実施基本計画の決定

意見

河
川
工
事

河川整備基本方針の案の作成

河川整備基本方針
の決定・公表

意見

菊川水系河川整備基本方針：平成１８年２月１４日策定

菊川水系河川整備計画：平成２９年２月２４日策定

新
制
度

河
川
整
備
基
本
方
針

内容⇒基本方針、基本高水、計画高水流量等
内容⇒河川整備の目標

河川工事、河川の維持の内容

河
川
工
事
、
河
川
の
維
持

河川審議会
（一級水系）

社会資本整備審議会
（一級水系）
都道府県河川審議会
（二級水系）

都道府県河川審議会がある場合

河
川
整
備
計
画原案

意見

地方公共団体の長
意見

意見 公聴会の開催等による
住民意見の反映

学識経験者

河川整備計画案の決定
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菊川水系河川整備計画 策定

平成25年10月～平成28年12月

第１～７回 菊川流域委員会

第８回菊川水系流域委員会 平成31年2月18日に開催

菊川水系河川整備基本方針 策定

「菊川水系河川整備計画」の点検・変更
平成30年度以降

平成18年2月

事
業
の
推
進

平成29年2月

【河川整備を行うに当たっての長期的な基本方針及び
河川整備の基本となるべき事項を定めるもの】

【具体的な河川整備に関する事項を定めるもの】

２.河川整備基本方針と河川整備計画の概要
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３.流域委員会の目的

流域委員会（H25.10～H28.12）
• 河川整備計画策定のために、学識者の意見を聴くために設置
• 第1回～7回流域委員会を開催、平成29年2月に計画策定

流域委員会（H31.2～）
• 河川整備計画の定期的な点検や事業評価の審議等を行うために流域委員会を継

続（原則毎年開催予定）
• 流域の社会情勢の変化等を踏まえた計画変更の必要性を審議

菊
川
水
系
河
川
整
備
計
画
策
定

菊
川
水
系
流
域
委
員
会
設
置

H29.2H25.10

河川整備計画策定に
向けた協議・検討

河
川
整
備
計
画
の
点
検

H31.2

河川整備計画の点
検・変更に係る審議
事業評価の審議

第１回～第７回
菊川流域委員会

第８回～
菊川水系流域委員会
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４.河川整備計画の点検の流れ

菊川水系河川整備計画 平成29年2月 P.2-1

第2章 河川整備計画の対象区間及び期間 第2節対象期間

本計画の計画対象期間は、概ね30年間とする。

なお、本計画は現時点における流域の社会経済状況や水害の発生状況、河道の状
況、河川環境の状況等を前提としているものであり、これらの状況の変化、新たな
知見の蓄積、技術の進歩等を踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行う。

特に、地球温暖化に伴う気候変動の影響により、洪水流量の増加や高潮による潮
位・海面水位の上昇等が懸念されることから、必要に応じて見直しを行う。

河川整備の点検とは、河川整備計画本文の記載にある下記の部分に該当する

点検項目

１．流域の社会情勢の変化

・土地利用の変化

・人口・資産等の変化

・近年の災害発生の状況等

２．地域の意向

・地域の要望事項等

３．事業の進捗状況

・事業完了箇所

・事業中箇所の進捗状況等

４．事業進捗の見通し

・当面の段階的な整備の予定等

５．河川整備に関する新たな視点

・水防災意識社会再構築ビジョン

・地震・津波対策等

６．点検結果

・点検結果のまとめ

・今後の進め方

河川整備計画の点検

河川整備計画の点検にあたり意見聴取

事業の計画段階評価、再評価、
事後評価の審議

河川整備計画の変更

河川整備計画の変更原案に関して
意見聴取
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５.菊川水系流域委員会の運営（今後のスケジュール)

・河川整備計画内容の点検の実施は、毎年審議
・事業の再評価の審議は、5年以内に1度の審議、事後評価の審議は、完了後5年以内の審議
・その他には、現場視察、トピックス等を報告

菊川直轄河川
改修事業
（再評価）

菊川総合水系
環境整備事業

（計画段階評価）

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

委嘱期間（３年）

2021年度

計画内容の点検の実施
①流域の社会情勢の変化や地域の意向
②河川整備の進捗状況や進捗の見通し

※計画内容の点検において、変更が必要との意見があった場合、当該意見を最大限
尊重しつつ、中部地方整備局長が変更の必要性を判断し、委員会にて審議する。

５年間

第8回菊川水系
流域委員会

第9回菊川水系
流域委員会

第10回菊川水系
流域委員会

整備計画策定
第11回菊川水系

流域委員会

（H29.2） （H31.2.18）

①河川整備計画
内容の点検
の実施

②事業の
計画段階評価、
再評価、
事後評価
の審議
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